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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マンナン類含有の食材としての里芋にアクレモニウムセルラーゼ含有の酵素剤を添加し
、前記里芋をペースト化することを特徴とするマンナン類含有食材のペースト化方法。
【請求項２】
　前記里芋をペースト化する際に、前記里芋中の澱粉の糊化温度以上で且つ１２０℃未満
の温度で加熱処理することを特徴とする請求項１に記載のマンナン類含有食材のペースト
化方法。
【請求項３】
　前記酵素剤が、アクレモニウム属菌類由来のアクレモニウムセルラーゼ製剤であること
を特徴とする請求項１に記載のマンナン類含有食材のペースト化方法。
【請求項４】
　前記里芋をペースト化する際に、前記里芋に機械的力を加えることを特徴とする請求項
１に記載のマンナン類含有食材のペースト化方法。
【請求項５】
　前記里芋が、その親芋であることを特徴とする請求項１に記載のマンナン類含有食材の
ペースト化方法。
【請求項６】
　マンナン類含有の食材としての里芋をペースト化するペースト化剤に、アクレモニウム
セルラーゼ含有の酵素剤が含有されていることを特徴とするマンナン類含有食材のペース
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ト化剤。
【請求項７】
　前記酵素剤が、アクレモニウム属菌類由来のアクレモニウムセルラーゼ製剤であること
を特徴とする請求項６に記載のマンナン類含有食材のペースト化剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マンナン類含有食材に酵素剤を添加してペースト化するマンナン類含有食材
のペースト化方法及びマンナン類含有食材のペースト化剤に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　マンナン類含有食材として代表的な里芋は健康食品として知られており、里芋のペース
トを種々の食品中に配合することも知られている。例えば、下記特許文献１には、里芋の
ペーストを白餡と混合した餡の製造方法が記載されている。この製造方法では、里芋等の
ペーストと白餡とを加熱混合する際に、里芋のペースト中の澱粉が糊化して増粘すること
を防止すべく、澱粉分解酵素を添加することが記載されている。また、下記特許文献２に
は、里芋等をペースト状とした澱粉貯蔵植物加工物に、澱粉分解酵素を添加して液状化し
た後、噴霧乾燥して粉末状とする澱粉貯蔵植物粉末の製造方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－３１３０８８号公報
【特許文献２】特開２０１０－４８６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前掲の特許文献では、いずれも里芋等をペースト化することが必要であるが、里芋等を
機械的にペースト化するには、里芋等を生又は加熱後、細かく砕く、すりつぶす、或いは
裏ごしにかける等の煩雑な手間が必要である。しかも、本発明者等の検討によれば、里芋
等の澱粉含有の食材では、澱粉の糊化温度以上に加熱しつつ攪拌等の機械的力を加えると
、急激に粘度が上昇して団子状となって、その取り扱いが困難となる。
【０００５】
　本発明は前記課題を解決するためになされたもので、マンナン類を含有する食材として
の里芋を簡単にペースト化できるマンナン類含有食材のペースト化方法及びマンナン類含
有食材のペースト化剤を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記の目的を達成するためになされた、特許請求の範囲の請求項１に記載されたマンナ
ン類含有食材のペースト化方法は、マンナン類含有の食材としての里芋にアクレモニウム
セルラーゼ含有の酵素剤を添加し、前記里芋をペースト化することを特徴とする。
【０００７】
　請求項２に記載されたマンナン類含有食材のペースト化方法は、請求項１に記載された
ものであって、前記里芋をペースト化する際に、前記里芋中の澱粉の糊化温度以上で且つ
１２０℃未満の温度で加熱処理することを特徴とする。
【０００８】
　請求項３に記載されたマンナン類含有食材のペースト化方法は、請求項１に記載された
ものであって、前記酵素剤が、アクレモニウム属菌類由来のアクレモニウムセルラーゼ製
剤であることを特徴とする。
【０００９】
　請求項４に記載されたマンナン類含有食材のペースト化方法は、請求項１に記載された
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ものであって、前記里芋をペースト化する際に、前記里芋に機械的力を加えることを特徴
とする。
【００１０】
　請求項５に記載されたマンナン類含有食材のペースト化方法は、請求項１に記載された
ものであって、前記里芋が、その親芋であることを特徴とする。
【００１１】
　前記の目的を達成するためになされた、特許請求の範囲の請求項６に記載されたマンナ
ン類含有食材のペースト化剤は、マンナン類含有の食材としての里芋をペースト化するペ
ースト化剤に、アクレモニウムセルラーゼ含有の酵素剤が含有されていることを特徴とす
る。
【００１２】
　請求項７に記載されたマンナン類含有食材のペースト化剤は、請求項６に記載されたも
のであって、前記酵素剤がアクレモニウム属菌類由来のアクレモニウムセルラーゼ製剤で
あることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、マンナン類含有食材としての里芋を煩雑な手間をかけずに簡単にペー
スト化できる。しかも、里芋の組織（細胞壁）を充分に破壊でき、得られたペーストの食
感を良好にできる。更に、アクレモニウムセルラーゼ含有の酵素剤との反応時間を調整す
ることによって種々の粘度のペーストを簡単に得ることができる。里芋の親芋を用いた場
合にも、簡単にペースト化でき、里芋の親芋の有効利用を図ることができる。里芋の親芋
は、小芋よりも硬く、簡単に軟化できず、従来、殆どが農業廃棄物として廃棄処分されて
いたものを、食料源とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】里芋の親芋にアクレモニウムセルラーゼ含有の酵素剤を添加した浸漬液に所定時
間浸漬した親芋の形状等を説明する写真である。
【図２】里芋の親芋にアクレモニウムセルラーゼ含有の酵素剤を添加した浸漬液に浸漬し
た親芋の固さの経時変化を説明するグラフである。
【図３】里芋の親芋にアクレモニウムセルラーゼ含有の酵素剤を添加した浸漬液に所定時
間浸漬し超音波処理を施した後、篩を通過した粒子の粒度分布を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための形態を詳細に説明するが、本発明の範囲はこれらの形態
に限定されるものではない。
【００１６】
　本発明のマンナン類含有食材のペースト化方法は、マンナン類含有の植物性食材に、植
物繊維を分解する酵素としてセルロース加水分解酵素であるアクレモニウムセルラーゼ含
有の酵素剤の水懸濁液を添加し、前記食材をペースト化するというものである。このマン
ナン類含有食材のペースト化方法によれば、マンナン類含有の食材として、従来、硬くて
簡単に軟化できなかった里芋の親芋を用いても、親芋に加熱・攪拌を施しつつアクレモニ
ウムセルラーゼ含有の酵素剤を添加することによって、親芋を簡単にペースト化できる。
【００１７】
　マンナン類含有の食材としては、里芋、特に里芋の親芋を好適に用いることができる。
里芋の親芋は、小芋よりも硬く、簡単に軟化できず、従来、殆ど農業廃棄物として廃棄処
分されていたものである。このため、里芋の親芋を食材として利用することによって、親
芋の有効利用を図ることができる。また、マンナン類含有の食材としては、マンナン類含
有の加工食品、例えばマンナン類含有のゼリーにも適用し、ゼリーの粘度を調整すること
も可能である。
【００１８】
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　マンナン類含有の食材としての里芋は、水洗して付着している土等を洗い流した後、表
皮を剥いてそのまま、或いは粗粉砕してペースト化剤を添加する。里芋を粗粉砕すること
によって、そのペースト化速度を速くできる。その際に、攪拌等の機械力を食材に加える
ことによって、更にペースト化を促進できる。この攪拌等の機械力は、ペースト化剤を添
加する前から里芋に付与していてもよく、ペースト化剤を添加した後に施してもよい。ま
た、予め里芋に加熱処理を施して、里芋に付着している雑菌を殺菌しておくことが好まし
い。
【００１９】
　添加するペースト化剤には、アクレモニウムセルラーゼ含有の酵素剤が含有されている
。この酵素剤としては、アクレモニウム属菌類由来のアクレモニウムセルラーゼ製剤を用
いることが好ましい。かかる酵素剤は、他の活性、例えばペクチナーゼ活性を有する複合
酵素剤であってもよい。更に、市販されているアクレモニウムセルラーゼ含有の酵素剤で
あってもよい。市販されているアクレモニウムセルラーゼ含有の酵素剤としては、例えば
協和化成株式会社製の「アクレモセルラーゼＫＭ」（商品名）を用いることができる。こ
の「アクレモセルラーゼＫＭ」は、Acremonium celluloyticusより生産されたものであっ
て、マンナナーゼやペクチナーゼ活性も併有している。
【００２０】
　アクレモニウムセルラーゼ含有の酵素剤は、里芋やその親芋を、その貯蔵多糖と細胞壁
成分を同時に分解してペースト化することができる。かかる酵素剤は、里芋の組織（細胞
壁）を崩壊し可溶化する活性が強いため、里芋とアクレモニウムセルラーゼ含有の酵素剤
とは、室温下で反応させても、里芋を充分に軟化して簡単な機械的力でペースト化できる
。アクレモニウムセルラーゼ含有の酵素剤は、その耐熱性に優れており、里芋と酵素剤と
を加熱処理することによって、里芋のペースト化速度を速くできる。加熱処理としては、
里芋中の澱粉を糊化する温度以上で且つ１００℃未満の温度で加熱処理することが好まし
い。加熱処理温度が、澱粉の糊化温度未満では、里芋のペースト化速度を大幅に迅速化で
き難い傾向にある。加熱処理温度が、１００℃以上では、酵素剤が失活するおそれがある
。澱粉の糊化温度は、一般的に６５℃以上である。このような温度下では、従来の殆どの
酵素剤は失活するが、アクレモニウムセルラーゼ含有の酵素剤では活性を保持できる。本
発明で用いるアクレモニウムセルラーゼ含有の酵素剤は、澱粉の糊化温度以上でも活性を
呈する高温活性型の酵素剤であるため、従来の低温活性型の酵素剤に比較して、里芋のペ
ースト化速度を向上できる。
【００２１】
　この酵素剤との反応時間は、最終的に得ようとするペーストの粘度によって調整する。
サラサラのミルク状ペーストを得るには、反応時間を比較的長くする。また、流動性を有
する粘調ペーストを得るには、ミルク状ペーストが得られる反応時間よりも短時間とする
。反応の終了は、酵素剤を失活させることによって行う。酵素剤の失活は、得られたペー
ストを１００℃以上、好ましくは１２０℃以上の温度に昇温して５分程度加熱することに
よって達成できる。酵素剤の失活は、酸性雰囲気下で効率よく行うことができる。このた
め、アクレモニウムセルラーゼ含有の酵素剤を酢酸等の酸性溶液と共に食材に添加するこ
とが好ましい。
【００２２】
　得られたペーストは、必要に応じて目開き１．５ｍｍ程度のパルパーフィニッシャー等
を用い裏ごしして、表皮等の繊維を取り除いてもよい。このペーストでは、原料に用いた
里芋の組織（細胞壁）が充分に崩壊及び可溶化されており、その口当たりは滑らかなもの
である。
【実施例】
【００２３】
　以下、本発明の実施例を詳細に説明するが、本発明の範囲はこれらの実施例に限定され
るものではない。
【００２４】
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（実施例１）
　里芋の親芋から切り出した厚さ８ｍｍのスライス片（約１０ｇ）を生の状態で載置した
シャーレ上に、協和化成株式会社製の酵素剤「アクレモセルラーゼＫＭ」の０．１％濃度
の透明な浸漬液（以下、アクレモ含有浸漬液と称することがある）を１０ｍｌ注ぎ込み、
このアクレモ含有浸漬液に生スライス片を室温下（３０℃）で２４時間浸漬した。また、
生スライス片を加熱処理（蒸し器で１５分間ボイル）した加熱スライス片も、同様にして
アクレモ含有浸漬液に２４時間浸漬した。アクレモ含有浸漬液に２４時間浸漬した生スラ
イス片と加熱スライス片との状態を図１（ａ）に示す。図１（ａ）に示す両スライス片は
、その周縁部分が崩れ始めており、アクレモ含有浸漬液も白濁している。図１（ａ）に示
す生スライス片と加熱スライス片とを、スパチュラで軽く攪拌した状態を図１（ｂ）に示
す。図１（ｂ）に示す生スライス片は、軽い攪拌によって、その周片部が更に一層崩れて
いる。また、図１（ｂ）に示す加熱スライス片は、スライス片が断片化されてペースト状
に近くなっている。
【００２５】
（比較例）
　実施例１のアクレモ含有浸漬液を、協和化成株式会社製の「ＴＰ－５」（Trichoderma 
sp.により生産されるセルラーゼ、ヘミセルラーゼ、及びAspergillus sp.により生産され
るエステラーゼ配合）、新日本化学工業株式会社製の「スミチームＡＣ」（Aspergillus 
niger由来のセルラーゼ含有）、新日本化学工業株式会社製の「スミチームＭＣ」（Asper
gillus niger由来のペクチナーゼ含有）の酵素剤、及び「スミチームＡＣ」と「スミチー
ムＭＣ」とを等量混合した混合酵素剤の各々を含有する浸漬液に代えた他は、実施例１と
同様に生スライス片と加熱スライス片とを浸漬液に２４時間浸漬した。２４時間浸漬した
いずれの試験区の生スライス片と加熱スライス片の崩れ程度は、実施例１の２４時間浸漬
した生スライス片と加熱スライス片とに比較して極端に小さかった。
【００２６】
（実施例２）
　里芋の親芋からコルクボーラを用いてコルク栓状の柱状体を切り出した。この柱状体を
、３ｍｌの水のみの浸漬液、アクレモ含有浸漬液、及び新日本化学工業株式会社製の「ス
ミチームＡＣ」と「スミチームＭＣ」とを等量混合した混合酵素剤を１％濃度含有する混
合酵素含有浸漬液の各々に室温下（３０℃）で所定時間浸漬した後、遠心分離機を用いて
５０００ｒｐｍで１０分間遠心を施し、発生した沈殿物の量及び柱状体の形状を観察した
。その結果を表１に示す。表１から明らかなように、アクレモ含有浸漬液の水準が、親芋
を効率的に軟化しペースト化できることが判る。
【００２７】
【表１】

【００２８】
（実施例３）
　実施例２において、親芋から切り出した柱状体の固さ変化を調査した。柱状体の固さは
、アクレモ含有浸漬液に所定時間浸漬した後、遠心分離機を用いて５０００ｒｐｍで１０
分間遠心を施して残留した柱状体について、プランジャー付のレオメータを用いて測定し
た。その結果を図２に示す。図２から明らかなように、柱状体の固さは浸漬６時間後から
急激に低下している。このため、親芋の組織に変化が起きていることを示唆している。尚
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【００２９】
（実施例４）
　実施例２において、アクレモ含有浸漬液に、親芋から切り出した柱状体を２４時間浸漬
した水準の縣濁液を希釈して顕微鏡観察した。顕微鏡視野中には、球状の細胞は全く認め
られなかった。また、細胞死を起こしている細胞中の核酸を染色するアクリルオレンジを
用いて、この縣濁液を染色した。染色した縣濁液を顕微鏡観察したところ、染色された核
酸が多数存在していた。このことから、親芋の細胞は、アクレモ含有浸漬液に２４時間浸
漬することによって、その細胞壁がバラバラに崩壊されていることが判る。
【００３０】
（実施例５）
　アクレモ含有浸漬液に所定時間浸漬して酵素処理を施した里芋の親芋０．１ｇに２ｍの
水を添加した後、超音波処理を５分間施して親芋を分散した分散液を得た。この分散液を
目開きが５００μｍの篩を通し、篩を通過した分散液中の粒子の粒度分布を調査した。ア
クレモ含有浸漬液への浸漬時間が１時間の親芋と２４時間の親芋とについての粒度分布の
測定結果を図３に示す。図３に示す粒度分布では、浸漬時間が１時間の親芋の平均粒径は
４５０～５５０μｍである。また、浸漬時間が２４時間の親芋の平均粒径は２０μｍであ
る。浸漬時間が長くなるほど、親芋の細胞壁等が細化されている。このため、アクレモ含
有浸漬液への浸漬時間が２４時間の親芋は、浸漬時間が１時間の親芋に比較して、得られ
たペーストの食感が良好になると推察される。
【００３１】
（実施例６）
　里芋の親芋に加熱処理（蒸し器で１５分ボイル）を施した後、アクレモ含有浸漬液に３
時間浸漬した。アクレモ含有浸漬液で浸漬処理を施した親芋を、下記に示すように調整し
た人工胃液と人工腸液とを配合して調整した人工消化液に浸漬した後、ロ紙（東洋ロ紙No
2）でろ過して得た残渣量を測定し消化率を算出した。この場合の消化率は６６．１％で
あった。また、加熱処理のみを施した親芋の消化率を算出したところ、３４．６％であっ
た。このように、親芋をアクレモ素含有浸漬液に浸漬することによって、その消化率の向
上も期待できる。
（１）人工胃液
　０．４ｇの塩化ナトリウムと０．６４ｇの精製ペプシンを取り、１．４１ｍｌの塩酸を
加えた２００ｍｌの塩酸水溶液に加えて溶かす。ペプシンは最後に加えるが、解けにくい
場合には、超音波処理すると簡単に溶解する。
（２）人工腸液
　１．３６ｇのリン酸－カリウムを５０ｍｌの水に溶解する。０．２モルの水酸化ナトリ
ウム１５．４ｍｌと蒸留水１００ｍｌを加える。２ｇのパンクレアチンを溶解し、０．２
モルの塩酸または水酸化ナトリウムを用いて、ｐＨを６．８にあわせる。最終的に２００
ｍｌにメスアップして、人工腸液とする。
【００３２】
（実施例７）
　実施例６で人工消化液に浸漬処理した後に得られた残渣を酸加水分解し、その糖組成を
液体クロマトグラフィーで分析した。その結果を下記表２に示す。表２には、生親芋の糖
組成も参考として示す。表２から明らかなように、ラムノース、マンノース、アラビノー
ス、ガラクト―ス及びガラクツロン酸などのヘミセルロース由来の糖質が減少している。
これらは酵素処理することによって分解され、消化液側に流出したものと考えられる。こ
れらの糖質は、粘性の高い多糖類であるペクチンやマンナンを構成している単糖類と考え
られる。
【００３３】
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【表２】

【００３４】
（実施例８）
　里芋の親芋２０ｋｇを水洗し、ざっと皮を剥いた後、粉砕装置で粗粉砕を施した。粗粉
砕した親芋を二重窯に入れて攪拌機で攪拌しながら蒸気加熱を行った。この蒸気加熱では
、二重窯の間に蒸気を導入して親芋を加熱したが、親芋には水分が含まれているため、焦
げることなく加熱処理を施すことができた。蒸気加熱を開始してから１０分ほどで、里芋
の粉砕物が澱粉の糊化温度以上の７０℃近傍に到達した。そのとき、里芋の粉砕物は急激
に粘性が発現して団子状体となった。親芋中の澱粉が糊化するためである。この団子状体
に加熱を施しつつ、予め酢０．１％（芋の重量に対して）を含有する溶液に協和化成株式
会社製の「アクレモセルラーゼＫＭ」を懸濁した酵素液を添加した。この酵素液の添加量
は、「アクレモセルラーゼＫＭ」が親芋に対して０．１％となる量とした。酵素液を添加
すると、団子状態の芋の塊は１分ほどで流動性を呈する芋ペーストとなった。更に、加熱
を行い約１００℃で１０分間ほどの加熱で、酵素を失活させた。加熱を停止した流動性を
呈する芋ペーストは、目開き１．５ｍｍのパルパーフィニッシャーによって表皮等を取り
除くことができた。
【００３５】
（実施例９）
　実施例８において、酵素液を添加した団子状態の芋の塊に３０分間ほど保温して酵素反
応を持続させると、粘性がほとんど失われたミルク状の液体となった。このミルク状液体
から、実施例８と同様のパルパーフィにシャーを用いて表皮等を簡単に取り除くことがで
きた。このように、加熱時間を調整することによって、粘度の異なる芋ペーストを簡単に
得ることができる。このミルク状の芋分解液も沸騰状態で１０分間ほど加熱することによ
って「アクレモセルラーゼＫＭ」の酵素活性を失活することができる。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明によって得られたペーストは、調味料等を加えて嚥下障害等がある患者に直接摂
取させてもよい。この場合、嚥下障害等の障害程度に応じてペーストの粘度を簡単に変更
できる。また、得られたペーストは、米粉を原料に用いた麺やパン、菓子のつなぎに好適
に用いることができる。更に、マンナン含有のゼリー食品に対しても、本発明を適用して
、ゼリー食品の粘度を簡単に調整できる。
 

【要約】
【課題】従来、簡単に軟化できず農業廃棄物として処理されていた、マンナン類を含有す
る里芋の親芋を簡単にペースト化できるマンナン類含有食材のペースト化方法を提供する
。
【解決手段】里芋の親芋等のマンナン類含有の食材を澱粉の糊化温度以上に加熱を施しつ
つ、酵素剤としてのアクレモニウム属菌類由来のアクレモニウムセルラーゼ製剤を添加し
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、前記食材をペースト化することを特徴とする。
【選択図】　なし

【図２】

【図３】
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